
 

 

 

 

子どもたちの安全を守るため、また、子どもたちの健全な社会性を育てるために、保護者の皆さ

まと協力して指導していきます。 

ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 
       児童虐待に対する通告義務について 

児童虐待（身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・

心理的虐待）は大きな社会問題です。 

法律では、次のように学校の責務が記されてい

ます。 

□児童虐待の早期発見に努める。 

□児童虐待と思われる事態が発生 

した場合は、速やかに 

通告する義務がある。 

 

「器物損壊と費用弁済」について 

故意、または、故意に近い状況で破損

した場合 

に修繕費用の弁済負担を保護者にお願いします。 
（例） 

・白衣や図書の本をなくしてしまった。 

・物を投げたり、振り回したりして、 

ガラスを割った。 

・故意に、物を壊した。  など 

 

 

 「携帯電話やスマートフォン」 

について 

 

 

山内小学校のルール 

→学校へは持ってこない。 

小学生には携帯電話を持たせないことが 

望ましいとされています。持たせる場合は、 

ご家庭で厳格なルールづくりが必要です。 

 

 

 
            「刃物（ハサミ、カッター、彫刻刀）

の扱い」について 

児童の安心・安全のために、 

刃物にあたる、ハサミ（常時）、 

彫刻刀、裁縫セット（使用時）は、 

学校で回収します。 

授業や学習活動で使用する際には返却し、使用 

後、再度回収します。 

ご家庭でも刃物の扱いについて、よくお話しく

ださい。 
 

 

 

      子ども同士による金銭授受をしない

ために 

子どもたちの金銭授受についても 

「行ってはいけない行為」です。 

行われる背景には「金銭を持ち出せる環境」「規範

意識」「子どもたちの金銭感覚」 

「いじめ問題」があると言われています。 

ご家庭での見守りをお願いいたします。 

 

 

 

 

      「タブレット及び付属品破損・故障等

の対応」について 

 

故意に破損・故障または利用不可と

なる状態にさせた場合、紛失した場合 

 

学校の案内に沿って、修繕費用の弁済負担また

は現物での弁済を保護者の方にお願いします。 
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学校での携帯電話やスマートフォンの取り扱いについて  

 

 日頃から、本校の教育活動にご理解・ご協力をいただき誠にありがとうございます。  

 さて、子どもたちが携帯電話等の利用に関わる様々な問題に巻き込まれるケースが増え

ています。そうした状況を踏まえて、文部科学省から、学校における携帯電話等の取り扱

いに関する方針の明確化に取り組むよう指示があり、学校の指針例として「小中学校にお

いては、学校への児童生徒の携帯電話等の持ち込みについては、原則禁止とすること」が

示されています。また、すでにマスコミを通じて報道されました「『ケータイ・ネット』

から子どもを守る連絡会議」の提言の中でも、「携帯電話等は学校教育に必ずしも必要で

ないものである」ことを踏まえて学校における携帯電話等の取り扱いルールを策定するよ

う述べられています。  

 このような経緯を受けて、本校でも携帯電話やスマートフォンの学校への持ち込み等に

ついてＰＴＡの代表の方々とも協議し、次のようなルールを定めております。  

 ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。  

 

～山内小学校  携帯電話取り扱いルール～  

 携帯電話やスマートフォンは学校へは持ってこない（従前通り）   

  

※ 保護者の皆さまへお願いしたいこと  

ご家庭でもたせる場合は・・・  

 ①  お子さまに携帯電話等を持たせる場合は、通話機能のみとし、Ｅメールを含む  

    インターネット利用をさせないなど、家庭で厳格なルールを設けること。  

   ②  インターネットを利用する場合、フィルタリング（有害サイトアクセス制限サ  

    ービス）を必ず利用すること。  

   ③  インターネットを利用する場合、利用状況（友人等との連絡がどのようにされ  

    ているかなど）を必ず把握すること。  

   ④  携帯電話等を利用したために問題が生じた場合には、関係機関（警察など）に

連絡し、対応について相談すること。   

 

                  以上のことを守っていただきたいと思います。  

 

携帯電話やスマートフォンに関する山内小学校ルール及び保護者へのお願いの趣旨  

をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。  











 

保護者の皆様 

 

 

GIGA 端末とその付属品の 

破損・故障等の対応についてのお願い 

 

 

 横浜市教育委員会より整備された１人１台端末（GIGA 端末）について、様々な学習場面で

積極的に活用を進めています。学校では適切な指導のもと大切に利用しておりますが、破

損・故障等が発生するリスクも想定されます。 

 「横浜市立学校における新教育情報ネットワーク等端末利用ルール」「GIGA 端末及び周辺

機器等にかかる弁済処理実施要領」をもとにご家庭等で負担いただく場合もありますので、

下記の通りご理解とご協力のほどよろしくお願いします。 

 

 なお、付属品とは端末に付属している又はセットで貸与された電源アダプタ及びケーブル、

カバー等を指します。 

 

 ※GIGA 端末：「横浜市における GIGA スクール構想」等により整備した１人１台端末等 

 

 

１ 弁済対象となる場合（ご家庭等で負担いただく場合） 

(1) 故意に（わざと）破損・故障又は利用不可となる状態にさせた場合 

(2) 紛失した場合  

(3) 児童生徒以外の者又はペット等が破損・故障させた場合  

(4) 適切な管理を明らかに怠ったことにより破損・故障させた場合 

     （雨天時に屋外で利用し雨水により故障したなど） 

(5) 著しい改造・汚れ等によって貸出時の状態への復旧が困難な場合 

(6) 上記(1)～(5)以外で、適切な教育活動から著しく逸脱した理由による破損・故障等 

（持ち帰り時に学校の許可なく家庭外等で利用し、破損させたなど） 

 

 

２ 弁済対象とならない場合（ご家庭等の負担とならない場合） 

(1) 児童生徒が教育活動又は教育活動に付随する活動の中で過失により破損・故障させて

しまった場合（学習中に誤って机上から落としてしまった、誤って水をこぼしてしまった、

登下校中に水濡れや落下等で破損・故障させてしまったなど。） 

(2) 盗難された場合（警察への被害届の届け出が必要） 

 

 

 

 

 



３ 弁済対象となる場合の対応 

(１) 端末及び付属品の種類によって必要な手続きが異なります。学校の案内に沿って修

繕費用の弁済負担又は現物での弁済をお願いします。 

(2) 修繕費用の弁済負担の場合、弁済額は修繕にかかった費用全額となります。現物での

弁済の場合、学校の案内に沿ってご家庭等で現物を購入していただき、現物で学校に弁

済をお願いします。 

(3) 破損・故障等発生時の状況と弁済について、学校が保護者に確認・相談することにな

りますので、ご協力をお願いします。 

 

 

４ 休校時等のご家庭等での利用時の注意点について 

 (1) 水濡れや外からの衝撃に注意し、雨の日はビニール袋に入れて運ぶなど配慮をお願い

します。 

(2) 紛失や盗難を防ぐため、学校から許可された場所以外に持ち出さないようにし、学習

目的に限って利用してください。 

(3) ご家庭等で利用する場合は、身の回りの場所を整理したうえで丁寧に扱ってください。 
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